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１．本報告書について
　　稲敷市男女共同参画に関する施策を効果的に推進するためには、 計画の定期的な進行管理を行い、 現状や問題点について把握していくことが重要です。

　　このことから「第4次稲敷市男女共同参画計画」の成果を検証するため、本計画における令和6年度の事業実施状況を報告します。

２．計画の期間

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

【国】
男女共同参画

基本計画

【県】
男女共同参画

基本計画

稲敷市
男女共同参画計画

【市】
稲敷市総合計画

第3次計画 第4次計画期間 5年 （基本的考え方 10年 令和7年度末まで）

令和2年度までを見通した施策の基本的方向及び具体的な取組

第4次計画期間 5年 （基本認識 10年 令和12年度末まで）

令和7年度までを見通した施策の基本的方向及び具体的な取組

第2次計画 第3次計画期間 5年 平成28年度～令和2年度 第4次計画期間 5年 令和3年度～令和7年度

第2次計画

平成25年度～平成28年度 第3次計画期間 5年 平成29年度～令和3年度 第4次計画期間 5年 令和4年度～令和8年度

基本構想

平成19年度～平成28年度

後期基本計画

平成24年度～平成28年度

前期基本計画

平成29年度～令和元年度 中期基本計画 令和2年度～令和5年度

第2次計画期間 7年 平成29年度～令和5年度
第3次計画期間

12年 令和6年度～令和17年度

前期基本計画

令和6年度～令和9年度
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３．計画の基本目標

基本目標Ⅰ 男女共同参画を進める市民の”意識づくり”

●子どもの頃からの学校教育、あらゆる世代を対象とした生涯学習を充実します。

●多様性に配慮しながら、男女共同参画に関する理解促進を図り、固定的な性別役割分担意識の解消に努めるとともに、慣行などの
見直しを推進します。

●男性自身の固定的な性別役割分担意識を解消するとともに、社会全体が男性の地域生活や家庭生活への参画について理解を深め
るための取組を推進します。

基本目標Ⅱ 誰もがあらゆる分野で活躍できる”社会づくり”

基本目標Ⅲ 誰もが安全・安心に暮らせる”生活環境づくり”

●個性や能力を発揮できる生き方が尊重される環境整備を推進します。

●女性が多様な働き方を選択し、あらゆる分野で活躍できる環境整備を推進します。

●あらゆる分野において、女性の感性や視点をより多く取り入れていくため、女性の人材育成や参画促進に努めます。

●一人ひとりの人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる男女共同参画社会を目指し、ジェンダー平等を推進します。

●すべての女性の生涯を通じた健康に対する総合的な取組や性差に応じた健康支援を推進します。

●あらゆる暴力を根絶するため、関係機関との連携強化を図るとともに、ＤＶ防止の推進や被害者の実情に応じた切れ目のない支援

を行います。
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４．施策の体系

 (1) 男女共同参画の視点に立った学校教育の充実

　  (2) 男女共同参画の視点に立った生涯学習の充実

 (1) 意識啓発・情報提供の充実

 (1) 家庭・地域・職場等における慣行の見直し

 (1)職場における両立支援の推進

 (2)子育て支援の充実

 (1) 雇用の場における男女共同参画

 (2) 多様な働き方の支援

 (3) 多様な働き方の支援

 (1) 地域コミュニティにおける男女共同参画

　　  (2)防災・防犯・交通安全分野での男女共同参画

 (1) 市政における女性の参画促進

 (2) 事業所・団体等における女性の参画促進

 (3) 女性の人材育成

 (1)ジェンダー平等の推進

 (2) 援助が必要な家庭等への支援

 (1) 男女の主体的な健康づくりの推進

 (2) 妊娠・出産等に関する健康支援

 (1) 男女間の暴力等の根絶に向けた環境づくり

 (2) 被害者に対する支援

 ３　あらゆる暴力の根絶

　　　活躍できる ”社会づくり”

 ２　働く場における女性の活躍を支える環境づくり

 ３　地域社会における男女共同参画の推進

 ４　政策・方針決定過程への女性の参画促進

 Ⅲ　誰もが安全・安心に  １　誰もが安心して暮らせる環境の整備

　　　暮らせる ”生活環境づくり”

 ２　人生100年時代を見据えた生涯にわたる健康づくり

 Ⅱ　誰もがあらゆる分野で  １　働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進

基　本　目　標 主　　要　　課　　題 施　　策　　の　　方　　向

 Ⅰ　男女共同参画を進める  １　子どものころからの男女共同参画教育の充実

　　　市民の ”意識づくり”

 ２　多様性に配慮した広報・啓発活動の推進

 ３　男性の家事・育児等への参加意識の啓発
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５．事業推進状況

　(1)　表の見方

　　①　事業内容　…………　計画書に登載されている事業の内容です。

　　②　実施状況　…………　令和6年度に実施した内容が記載されます。

　　③　課題及び今後の取組　…　事業を実施する上での課題や問題点を分析し、今後の取組について記載しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　④　達成度　……………　本計画に基づく事業の進捗評価を記載しています。

Ａ ： 計画以上に進んでいる。（目標以上に達成できた。）

Ｂ ： ほぼ計画どおりに進んでいる。（計画どおり維持できている。）

Ｃ ： あまり進んでいない。（検討や準備等にとどまった。）

Ｄ ： まったく進んでいない。（実施しなかった。）
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基本目標 Ⅰ　男女共同参画を進める市民の”意識づくり”

施策の方向 １　子どものころからの男女共同参画教育の充実

主要な施策 (1) 男女共同参画の視点に立った学校教育の充実

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

【教育政策課】【指導室】

・人権に関する校内研修：全小中学校

で実施

・栄養教諭による食育指導：全小中学

校で実施

・性に関する指導：全小中学校で実施

【教育政策課】【指導室】

市の人権教育に関する全体計画の周知、

各学校の全体計画・推進計画の見直しを

図りながら、教育活動全体を通して一人

一人を尊重し大切にする心情や実践力を

育む。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ 一部あった

○ 一部あった

中学校における第1希望の実現率：

95.3%

※県立高校合格者(2次募集除く)＋私立

高校第1希望合格者の割合

高校への進学に関する指導だけでなく、

児童生徒自らが、進路を主体的に選択す

る資質・能力を育成する指導を工夫して

いく。社会の中で、自分らしい生き方を

実現していく過程を重視する必要があ

る。

該当の場合○印 効果

○ 一部あった

○ 一部あった

○ 一部あった

人権に関する校内研修の実施率：全小

中学校12校で実施（100％）

教職員が、それぞれのキャリアステージ

に合わせて、人権課題に関する研修会に

取り組む。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ 一部あった

○ 一部あった

主要な施策 (2) 男女共同参画の視点に立った生涯学習の充実

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

・子育て学習会4回

・移動学習1回

・就学時検診で子育て学習会を実施

・家庭教育学級開設要領により引き続き

実施する。子育てサポーター（預かり保

育）を設置。

・男性の参加を増やすための開催日を検

討する。（一部を休日開催としたが大き

な成果は見られなかった。）

該当の場合○印 効果

○ 一部あった

○ 一部あった

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

取組 評価

指導室 1
人権教育・男女平等

教育の充実

●男女の人権や男女平等意識の

形成に向け、児童・生徒の意識

の啓発を図ります。

・人権教育の充実

・家庭科教育の充実

・食育の充実

・性教育指導の充実

・男女平等教育に関する

保護者への啓発

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

指導室 3
教職員の研修機会の

充実

●教師自身が男女共同参画社会

の実現について理解を深めるた

めの研修を実施します。

・教職員の研修

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

指導室 2 進路指導の充実

●一人ひとりの能力・適正を生

かした進路指導を充実させま

す。

●児童・生徒が自己の在り方、

生き方を考え、主体的に自分の

進路を選択できるようキャリア

教育の推進を行います。

・中学校における第１希

望の実現率

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

取組 評価

生涯学習課 1 家庭教育の推進

●男女平等の視点に立った家庭

教育を推進するため、保護者を

対象とした学習機会を提供しま

す。

・家庭教育学級

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）
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【生涯学習課】

生涯学習講座「やさしいつるし飾り講

座、アップサイクル　しまんと新聞

バッグ講座」等開催　全6講座。参加者

130名。いなしキッズ「サンドブラスト

体験、ドローン体験」等開催　全4講

座。参加者96名。

【スポーツ振興課】

学校体育施設の開放事業：前期（4月～

9月）、後期（10月～3月）の申請で約

40団体が定期的に使用。子ども会等で

一時的に使用。令和7年3月より、リ

モートロックシステムを導入。

【生涯学習課】

受講生のニーズを取り入れながら、現代

社会に適応でき、知識を身に付けられる

幅広い分野の講座や体験の機会を増や

し、参加者の増加を図る。

【スポーツ振興課】

リモートロックシステムの導入により、

鍵の貸出や紛失等の問題は改善される

が、学校体育施設使用団体代表者会議を

年1回は開催し、注意事項の再確認と、

代表者同士で意見を交換できる場を設け

る。

該当の場合○印 効果

○ 一部あった

○ 一部あった

基本目標 Ⅰ　男女共同参画を進める市民の”意識づくり”

施策の方向 ２　多様性に配慮した広報・啓発活動の推進

主要な施策 (1) 意識啓発・情報提供の充実

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

・ハーモニーフォーラムの開催（参加

者約90名）

・「防災のプロに教わる！命をつなぐ

備蓄のポイント」の開催

・女性のための健康講座「専門医が伝

える 身近な病気乳がんを知ろう」（健

康増進課共催）の開催

・「お金を貯める！はじめての家計管

理講座」の開催

・ワーク・ライフ・バランス推進講座

「おうちもココロもスッキリ 片づけや

すい整理収納のコツ」の開催

・小5から中3を対象としたポスターコ

ンクール事業の開催

・小5と中2を対象としたリーフレット

配布・配信事業の実施

・庁舎や図書館、ハーモニーフォーラ

ムでの掲示事業の実施

より多くの意識啓発機会の創出を図るた

め、手法等を今後とも検討し実施する。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

生涯学習課

スポーツ振興課
2 学習機会の充実

●生涯を通じ、男女が自由に学

習機会を選択できるよう、学習

機会の充実を図ります。

・ライフステージに応じ

た学習プログラム

・学習時の託児室設置

・団体、グループ、サー

クルの育成支援

・学校施設の開放事業

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）
1 男女平等意識の形成

●男女の人権や男女平等意識の

形成に向け、意識の啓発を図り

ます。

・ハーモニーフォーラム

・講演会や講座等の開催

A:計画以上に進んでい

る

男女共同参画の視点

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

取組 評価

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）
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・広報紙掲載（4、５、2月号除く）

・各事業周知のチラシの配布（ハーモ

ニーフォーラム、女性のための健康講

座等）5回

・ホームページを活用した情報提供

・SNSや大型LEDビジョンを活用した

事業の周知

・庁舎や図書館での掲示事業の開催

・男女共同参画推進に向けての情報や推

進事業について積極的に広報していく。

・広報紙やホームページ、SNS等の媒体

を積極的に活用していく。

・令和7年度より市内連携商業施設へ講

座の周知チラシを設置。

・6月と10月～11月、ハーモニーフォー

ラム時に掲示事業を実施予定。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

・国立女性教育会館や県主催の研修等

で情報収集を実施

・ホームページでの情報提供、国や県

等からのパンフレットやチラシの庁舎

内設置と関係機関への周知を実施

・中学2年生への意識調査の実施。令和

6年度からは自由記述欄を追加。

・引き続き国や県等の研修会を受講し情

報収集を図る。

・国や県等からの情報を市民へ迅速かつ

的確に提供できるよう手法等を検討して

いく。

・引き続き、意識啓発を兼ねた中学2年

生への意識調査を実施予定。

・市民の現状の意識やニーズを把握する

方法を検討し実施する。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

A:計画以上に進んでい

る

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）
3

男女共同参画に関す

る情報の収集・提

供・調査

●男女共同参画に関する全国的

な動向や市民意識などを的確に

把握し、男女共同参画に関する

情報や女性の人材情報などを提

供していきます。

●時代の変化により市民のニー

ズも変化するため、意識調査を

行い、男女共同参画に関する意

識の把握に努めます。

・関係機関から情報を収

集及び提供

・国・県等が実施する研

修会や講演会の情報提供

と市民の参加促進

・市民意識調査

・意見聴取

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）
2 広報の充実

●既存の広報手段を活用するほ

か、スマートフォンを利用した

新たな啓発など、広報活動の充

実を図ります。

・広報稲敷の活用

・啓発紙の発行

・ホームページの活用

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

【指導室】

・インターネットやスマートフォン、タ

ブレット等の適切な利活用や情報モラル

についての啓発を学年の発達段階に応じ

て実施する。

・タブレット端末持ち帰り及び活用につ

いて、家庭への周知と協力の依頼をす

る。

【秘書政策課】

庁内だけでなく、市民への周知策を検討

し実施する。

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

生涯学習課

指導室

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）

4
メディア・リテラ

シーの向上

●メディア・リテラシー（情報

を活用できる能力）に関する学

習機会を提供するなど、向上推

進のための支援と啓発を図りま

す。

・ケータイ・ネット安全

推進事業

【生涯学習課】実施なし

【指導室】

・ケータイ・ネット安全利用に関する

講習会の実施：全小中学校12校で実施

・携帯、スマホ、ゲーム機の家庭での

約束ごとづくりの啓発：全小中学校12

校で実施

【秘書政策課】

内閣府制作の固定的性別役割分担に捉

われないイラストデザイン集を庁内に

周知

7



基本目標 Ⅰ　男女共同参画を進める市民の”意識づくり”

施策の方向 ３　男性の家事・育児等への参加意識の啓発

主要な施策 (1) 家庭・地域・職場等における慣行の見直し

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

公民館まつりと図書館において、市独

自のチラシと啓発品を配布。

引き続きチラシ等を作成し啓発を図って

いく。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）

総務課

2
男性の家事・育児・

介護等への参加促進

●男女が互いの協力によりバラ

ンスの良い家庭生活を築くため

の学習機会の提供を行い、男性

の家庭生活への参加を促進しま

す。

・講座等の開催と情報提

供

・男性職員の育児休業取

得促進

【秘書政策課】

・ホームページに内閣府で実施してい

るおとう飯のレシピを掲載

・母子手帳の交付時に内閣府製作のさ

んきゅうパパブックを配付（健康増進

課との協働事業）

・ワーク・ライフ・バランス推進講座

の開催。「おうちもココロもスッキリ

片づけやすい整理収納のコツ」、参加

者30名（うち男性1名）。

【総務課】

家事・育児・介護等の休暇制度に該当

する職員に対して個別に制度説明する

機会を設け、育児参加を促し休暇が取

得しやすい職場づくりに取り組んだ結

果、男性職員の意識も高まり、令和6年

度は特定事業主行動計画で示している

数値目標を達成した。

男性職員の家事・育児への参加状況

・配偶者出産休暇取得率100％

・育児参加休暇取得率100％

・育児休業取得率100％

取組 評価

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）
1

ワーク・ライフ・バ

ランスの普及・啓発

●男女が力を合わせて、仕事と

家事・育児などの両立が実現で

きるよう、ワーク・ライフ・バ

ランス（仕事と生活の調和）に

関する意識の向上を図ります。

・様々な媒体による情報

提供

・関連セミナー等の情報

提供と参加促進

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

【秘書政策課】

・講座の開催は他課と協働することも検

討し、県主催の講座については引き続き

活用していく。

・父親を対象とした子育て支援パンフ

レットを配付するとともにホームページ

を活用した啓発を図っていく。

【総務課】

家事・育児・介護等の休暇制度を利用し

て休暇を取得する男性職員は増えている

が、年度によりばらつきが見られること

から、今後も取得可能な職員が安心して

家事・育児・介護等の休暇を取得できる

よう働き方の見直しや職場の意識改革に

よる取得しやすい環境整備等、取得推進

の取組を行っていくことが必要である。

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）
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基本目標 Ⅱ　誰もがあらゆる分野で活躍できる”社会づくり”

施策の方向 １　働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進

主要な施策 (1) 職場における両立支援の推進

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

時間外勤務が月45時間以上超過勤務職

員、年360時間超過勤務職員（月平均

30時間以上3ヶ月連続で超過している職

員）が所属している課等の長に、時間

外勤務に係る要因の整理・分析検証及

び改善計画の提出を依頼した。

また、7月から9月をワークライフバラ

ンスの推進強化月間とし、7/17・8/21

は完全ノー残業を実施して時間外勤務

削減に努めた。

課によって時間外勤務時間に差があるの

で、適性な人事配置や課内における事業

の見直し、業務量の再配分などに努め

る。

また、時間外勤務を行っているが時間外

勤務手当等を申請しないケースも見受け

られるため、所属長が課内の正確な勤務

時間を把握することも重要である。

該当の場合○印 効果

【秘書政策課】

働き方改革・ワークライフバランス推

進アドバイザー派遣事業を継続

【産業振興課】

関係機関からのパンフレット等による

情報提供

【秘書政策課】

ホームページに事業主向け枠を活用し、

制度や補助金等の国や県からの情報を提

供する。

【産業振興課】

継続的な情報提供

該当の場合○印 効果

○

○

○

【秘書政策課】

・働き方改革・ワークライフバランス

推進アドバイザー派遣事業を継続

・ホームページで制度や補助金等の国

や県からの情報を提供

【産業振興課】

関係機関からのパンフレット等による

情報提供

【秘書政策課】

ホームページの事業主向けの枠を活用

し、制度や補助金等の国や県からの情報

を提供する。

【産業振興課】

継続的な情報提供

該当の場合○印 効果

○

○

○

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

取組 評価

総務課 1
市職員の時間外勤務

の短縮

●市職員の業務量を把握し、適

切な人事配置を行うとともに、

ノー残業デーの徹底など、時間

外勤務の縮減を行います。

・時間外業務の縮減

・ノー残業デーの徹底

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）

産業振興課

3
長時間労働の削減等

の働き方改革の促進

●男性でも労働時間に制約があ

る人の増加が見込まれることか

ら、事業所が働き方改革に取り

組むメリットなどについて周知

を図ります。

・先進事例の紹介

・仕事と家庭の両立を支

える職場環境と風土づく

りの啓発

・情報提供

・県講座等の周知

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）

産業振興課

2

育児・介護を行う労

働者が働き続けやす

い環境づくり

●女性と男性がともに仕事を続

けながら育児・介護などを無理

なくできるよう、市内の事業所

に対し、育児・介護休業制度の

着実な履行と利用しやすい社内

の風土づくりを働きかけます。

●育児や介護など、家庭生活に

おける男性の参画が重要性を増

している中、男性の長時間労働

を抑制し、仕事中心のライフス

タイルの見直しに向けた啓発に

努めます。

・情報提供

・県講座等の周知

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）
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主要な施策 (2)子育て支援の充実

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

【子育て支援センター】

子育て情報「はぁとマガジン」により

市内5支援センターの情報配信を毎週木

曜日に行う。

稲敷市子育て支援センターあいアイHP

にて、子育て支援センター（市内5施

設）のイベント等を紹介する。また、

子育てに関する情報の掲示や子育てコ

ンシェルジュの相談日程を周知する。

【子育て支援センター】

子育て情報「はぁとマガジン」を中心に

行事等の具体的な情報発信を行い、保護

者が利用しやすい情報提供に努め利用者

の拡大を図る。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

取組 評価

こども支援課

（子育て支援セン

ター）

1 子育て情報の配信

●様々な媒体を活用し、子育て

についての情報をリアルタイム

で提供します。

・子育て情報の配信

・公立民間を含め5施設の

情報配信

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）
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該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

学務管理課

こども支援課

（子育て支援セン

ター）

2
多様なニーズに対応

した保育の充実

●多様なニーズに対応した保育

サービスの充実を図ります。

・保育所（園）・認定こ

ども園等の整備

・延長保育

・土曜日保育

・一時預かり

・0歳児保育

・障がい児保育

・ファミリー・サポー

ト・センター事業

・放課後児童健全育成事

業（放課後児童クラブ）

・放課後子ども総合プラ

ン

【学務管理課】

・4/1入所児童数558名（公立2園、私

立4園）（管外委託児童18名、管外受託

児童38名）＊R3~休園の保育施設有り

・延長保育：公立2園、私立4園で実施

（うち私立１園は実績なし）

・土曜日保育：公立2園、私立4園で実

施

・一時預かり（一般型）：私立2園で実

施、延べ利用数名203人

　一時預かり（幼稚園型）：公立5園、

私立1園で実施、延べ利用者数2,136人

・0歳児保育：公立2園、私立4園で実施

・障がい児保育：公立5園、私立3園で

実施（うち公立5園は対象者なし）

【こども支援課】

放課後児童健全育成事業

令和2年4月より放課後子ども総合プラ

ンとして放課後児童クラブと放課後子

ども教室を一体的又は連携して実施す

るため、人事雇用と事業運営を民間に

委託。施設数8箇所、入所児童延人数

471名

【子育て支援センター】

○ファミリー・サポート・センター事

業：登録依頼会員141名、登録提供会員

26名、両方会員4名、利用者延べ582

件、利用時間2,355時間/年間

・依頼会員28名増加、提供会員3名、両

方会員４名増加。

・ファミリーサポート事業の周知に努

めるとともに提供会員の確保、増加に

努める。

・事業の利用実績は増加傾向である。

【学務管理課】

待機児童対策に向けて、保育士の人員配

置が課題となっている。

引き続き一時預かりや延長保育、土曜保

育等を実施し、充実した保育サービスの

提供を図る。

【こども支援課】

児童クラブ支援員の安定的な人材確保が

課題となっている。民間事業者に委託す

ることで広域的な人材確保を図る。

【子育て支援センター】

・子育て支援センター利用者を中心に

ファミリーサポートセンター事業の周知

理解に努め利用者の増加につなげる。

・新規提供会員の増加を図る。

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）
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該当の場合○印 効果

○ 一部あった

○ 一部あった

○ 一部あった

【こども支援課】

・幼児健診（3か月児健診・1歳6か月児

健診・2歳児健診・3歳児健診）に出向

き、困りごとの早期発見や家庭児童相談

室の周知を図る。

・児童手当制度に関する周知を図り、適

切な支給に努める。

【子育て支援センター】

土曜日を一日開所し、父や祖父母を含め

家族で参加しやすい環境を整えていく。

【生涯学習課】

○家庭教育相談

・公認心理師による家庭教育相談の啓発

に務める。

・訪問型家庭教育推進協議会、支援チー

ムのケース会議、研修等により、状況に

応じた支援を実施していく。

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

こども支援課

（子育て支援セン

ター）

生涯学習課

3
子育て支援体制の整

備

●子育ての不安や孤立感の解消

を図るため、相談支援の充実に

努めるとともに、子育て家庭へ

の支援体制を整備します。

●家庭における生活の安定に寄

与するとともに、児童の健全な

育成及び資質の向上を目的に児

童を養育している方へ手当を支

給します。

・家庭児童相談

・家庭教育相談

・子育て支援センター

・児童手当の支給

【こども支援課】

・家庭児童相談： 相談件数135件

・児童手当支給対象児童数（2月末）：

3,548人

【子育て支援センター】

・登録者数97名

・新規利用サークル数 2組（5人）全

サークル活動63回

・子育てサークルの立ち上げ・運営を

支援する。

・制作活動、親子ふれあいマッサージ

など、子育て活動や相談等に力を入

れ、子育て家庭を支援する。あいアイ

運動会は規模を縮小して実施。クリス

マスコンサートは、市内支援センター

合同で開催し、大きくなったねコン

サートは天候不良のため参加者が少な

かった。

【生涯学習課】

○家庭教育相談

・公認心理師による家庭教育相談：年

間20日

・訪問型家庭教育支援：230回

支援チームが家庭に寄り添い支援し

た。
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【スポーツ振興課】

稲敷市スポーツフェスティバル

・参加者262人

・競技延べ参加人数2,132人

【子育て支援センター】

三世代交流に該当する事業としてクリ

スマスコンサートを実施した。祖父母

等の参加実績については概ね15名程度

の参加であった。

【まちづくり推進課】

・若年夫婦及び若年子育て世帯住宅取

得制度助成金

合計：27件 27,400千円（うち三世代19

件 23,400千円）

・若年夫婦及び三世代同居リフォーム

支援事業

合計：4件 1,400千円（すべて三世代）

【スポーツ振興課】

子どもから高齢者まで参加できるイベン

トとして、周知の方法を工夫し、広く

PRして参加者の増加を図る。

【子育て支援センター】

あいアイ通信や「はぁとマガジン」を通

して三世代交流イベントのPRに努め、

祖父母の参加を促して子育て支援への理

解を深めてもらう。イベントに限らず、

通常利用時も祖父母の利用は可能である

ため、次につながる声掛けを心がける。

【まちづくり推進課】

三世代同居近居の推進に効果的である。

継続して効果等を検証し、必要に応じて

見直しを図る。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

基本目標 Ⅱ　誰もがあらゆる分野で活躍できる”社会づくり”

施策の方向 ２　働く場における女性の活躍を支える環境づくり

主要な施策 (1)雇用の場における均等な機会と待遇の確保

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

【秘書政策課】

・働き方改革・ワークライフバランス

推進アドバイザー派遣事業を継続

・全職員向けに「みんなの生理研修」

を実施

・ホームページで関係法令等を情報提

供

・関係機関からのパンフレット等によ

る情報提供

【産業振興課】

・関係機関からのパンフレット等によ

る情報提供

・市における就労支援サイトでの情報

提供

【秘書政策課】

・ホームページの事業主向けの枠を活用

し、情報提供や周知方法等を検討してい

く。

【産業振興課】

パンフレット及び就労支援サイトでの継

続的な情報提供

該当の場合○印 効果

○

○

○

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

取組 評価

スポーツ振興課

こども支援課（子育て

支援センター）

まちづくり推進課

4
三世代同居・近居プ

ロジェクト

●親・子・孫がともに仲良く楽

しく暮らしながら、安心して仕

事や子育てができるよう、三世

代の同居・近居を推進します。

・稲敷市スポーツフェス

ティバル

・あいアイ運動会

・夏祭り

・三世代ファミリーコン

サート

・三世代同居リフォーム

支援事業

・若年夫婦及び三世代同

居マイホーム取得支援事

業

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）

産業振興課

1
女性の就業環境の改

善の促進

●パートタイム・派遣労働者の

労働条件の向上を図り、就業環

境の整備を促進するため、事業

所などに対し関係法令などの周

知と着実な履行に向けた啓発と

情報提供などを行います。

・労働関係法制度の周知

啓発

・情報発信

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）
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・ホームページにポジティブアクショ

ンの用語解説を掲載

・広報6月号に輝く女性のインタビュー

記事（審議会委員）を掲載

・令和7年度も広報6月号にインタビュー

記事（救急救命士）を掲載

・引き続きホームページに先進事例等を

掲載するなど情報提供や周知方法等を検

討していく。

該当の場合○印 効果

○

○

○

主要な施策 (2) 多様な働き方の支援

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

・市就労支援サイトでの情報提供

・いばらき就職支援センター開催の出

張就職相談会全12回開催

広報及び就労支援サイトでの継続的な情

報提供

該当の場合○印 効果

【産業振興課】

・関係機関からのパンフレット等によ

る情報提供

・商工会主催稲敷市後援「稲敷創業

者・後継者育成塾」開催

・創業支援補助金

【秘書政策課】

・ホームページや市就労支援サイトに

求職者支援制度を掲載。

・女性の資格取得支援事業を継続。上

限を5万円から10万円に引き上げ。

【産業振興課】

・商工会との連携によるフォローアップ

や情報提供

・創業支援補助金の女性加算の継続

【秘書政策課】

・学びやスキルアップのための国の制度

等をホームページに掲載し情報を提供す

る。

・引き続き支援事業を継続する。ホーム

ページやSNS、大型LEDビジョン、チラ

シの設置場所を増やすなど、周知方法等

についても検討していく。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

主要な施策 (3) 多方面における女性の活躍支援

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

・関係機関からのパンフレット等によ

る情報提供

・就労支援サイトにハローワーク龍ケ

崎からの求人情報を週1回掲載

就労支援サイトでの継続的な情報提供

該当の場合○印 効果

ポジティブ・アク

ション（積極的改善

措置）の促進

●ポジティブ・アクションを促

進する観点から、女性の活躍や

ワーク・ライフ・バランスに積

極的な企業への支援や女性の参

画が少ない業界への女性の就業

支援などに取り組みます。

・制度の周知と啓発

・情報発信

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

取組 評価

産業振興課

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）

2 女性の起業の支援

●起業を目指す女性へ必要な知

識や技術の習得、情報の提供な

ど支援の充実を図ります。

・起業に関する知識等の

習得支援や情報提供

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

産業振興課 1
新たな就業形態の周

知と普及

●在宅勤務やテレワークなどの

新たな就業形態について社会的

理解を深めるとともに、普及促

進を図ります。

・新たな就業形態の普及

促進のための情報提供

・いばらき就職支援セン

ターが開催する出張就職

相談会や就職活動支援セ

ミナーの参加促進

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）
2

取組 評価

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

産業振興課 1
再就職希望者への支

援

●再就職を希望する人への雇用

情報の提供や、地元企業への雇

用の働きかけなど、再就職への

支援に努めます。

・就職や再就職に関する

情報の収集と提供

・再就職講座の開設

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）
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加工品（味噌）販売の活動を支援し

た。また、知識を深めるため、料理等

の実習に対しての支援を行った。

女性農業従事者の活動組織の年齢層が高

齢化してきている。今後も継続して活動

していけるよう、支援していきたい。

該当の場合○印 効果

○ 一部あった

基本目標 Ⅱ　誰もがあらゆる分野で活躍できる”社会づくり”

施策の方向 ３　地域社会における男女共同参画の推進

主要な施策 (1)地域コミュニティにおける男女共同参画

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

区長・副区長は区内住民より推薦され

た方を委嘱しているが、女性の区長2名

と副区長を3名委嘱した。

区長・副区長は地区からの推薦となる

が、女性の積極的な参加を推進してい

く。

該当の場合○印 効果

○ 一部あった

ボランティアセンター

・ボランティア団体登録：70団体730

名

・ボランティア個人登録：1名

・ボランティア団体への活動費助成

・ボランティア活動の広告・啓発の実

施

ボランティア登録者の高齢化。

世代交代、若手の新規加入を増やせるよ

うに努める。

該当の場合○印 効果

主要な施策 (2) 防災・防犯・交通安全分野での男女共同参画

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

地域安全防犯キャンペーン及びニセ電

話詐欺被害防止キャンペーンを開催し

た。

青色防犯パトロールへ女性防犯連絡員4

名参加。

女性の視点を取り入れた防犯キャンペー

ンや防犯パトロールを実施し、地域住民

の安全・安心に対する防犯意識の高揚を

図る。

該当の場合○印 効果

○ 一部あった

○ 一部あった

○ 一部あった

農政課 2
農業に従事する女性

の活動支援

●直売所などにおける女性の起

業や経営参画を促進するととも

に、地域のリーダーとしても活

躍できるよう女性農業士や女性

農業従事者の育成や活動を支援

します。

・女性農業士や女性農業

従事者の育成や活動支援

・市内外のイベント等で

の地元農産物や加工品販

売の活動支援

・実習の支援

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

取組 評価

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

社会福祉課

（社会福祉協議会）
2

ボランティア・ＮＰ

Ｏ活動の育成支援

●「向こう三軒両隣」の助け合

い運動が再生できるよう、広く

女性の参画を促進しながら、地

域のボランティアなどの人材育

成や福祉活動団体の支援・強化

に努めます。

・ボランティア団体及び

個人の登録促進

・活動費助成

・活動の広報と啓発

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

総務課 1
地域における女性の

参画促進

●行政区（自治会）活動に、女

性の積極的な参加を促すととも

に、女性の区長（自治会長）へ

の登用を推進します。

・地域活動の参加促進

・区長への女性の登用

C:あまり進んでいない

男女共同参画の視点

危機管理課 1
女性の視点を取り入

れた防犯活動の推進

●地域住民の安全・安心に対す

る意識の高揚を図るために防犯

キャンペーンを推進するととも

に、防犯パトロールに女性の視

点を取り入れながら実施しま

す。

・女性の視点を取り入れ

た地域安全防犯キャン

ペーン及びニセ電話詐欺

被害防止キャンペーンの

実施

・青色防犯パトロールへ

女性防犯連絡員の登用

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

取組 評価

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）
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防災会議委員に7名の女性に参画いただ

き、様々なニーズへの配慮を図れた。

稲敷市女性消防団団員10名

全国女性消防団員活性化大会（栃木県

開催）への参加。

防災クッキングを開催し、防災意識の

啓発を行った。

防災会議への女性参画を継続して実施し

ていく。

女性消防団の育成と活動の支援。女性な

らではの視点から災害時の非常持出品リ

ストを作成し市民に広く周知する。

該当の場合○印 効果

○ 一部あった

○ 一部あった

○ 一部あった

交通安全キャンペーン、立哨指導、高

齢者訪問を実施。

市内小学校等での交通安全教室への参

加。

女性の参画による交通キャンペーンや交

通安全教室、立哨活動を実施、交通事故

が減少するよう交通安全意識の向上に努

める。

該当の場合○印 効果

○ 一部あった

○ 一部あった

○ 一部あった

基本目標 Ⅱ　誰もがあらゆる分野で活躍できる”社会づくり”

施策の方向 ４　政策・方針決定過程への女性の参画促進

主要な施策 (1)市政における女性の参画促進

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

【企画財政課】会議等の開催なし。

【秘書政策課】

・男女共同参画審議会：女性委員5名/9

名。

・広報6月号に稲敷で輝く女性のインタ

ビュー記事（審議会委員）を掲載

【子育て支援センター】

令和3年10月より市の主催する会議等へ

委員としてママさんが出席する場合の

参加支援として、ファミリーサポート

センター利用について内容の拡充を

図った。令和6年度の利用実績は、会議

3回で延4名の利用があった。

【秘書政策課】

・条例に基づき適正な委員委嘱を行う。

※女性人材登録制度の周知と活用を図り

登用の促進をする。

・令和7年度も広報6月号にインタビュー

記事（救急救命士）を掲載。

【子育て支援センター】

あいアイホームページや広報誌、屋外

LEDビジョンを通してファミリーサポー

トセンター事業内容の周知に努め、子育

て支援を行う家庭の皆さんにも理解を深

めてもらう。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

危機管理課 3
男女の協働による交

通安全活動の推進

●立哨活動への男性のさらなる

参加を促進するとともに、地域

住民の交通安全に対するルール

やマナーなどの周知・啓発を図

ります。

・交通安全推進員及び母

の会合同による交通安全

キャンペーンや交通安全

教室、立哨活動や高齢者

訪問などを通して啓発活

動を実施

危機管理課 2
女性の視点を取り入

れた防災活動の推進

●地域防災計画や各種対応マ

ニュアルなどの企画・立案にお

いて、女性の参画を促進し、女

性の視点を取り入れながら様々

な立場の人のニーズへの配慮を

図ります。

●女性消防団を育成し、防災・

防火活動を支援します。

・地域防災計画等の企画

立案への女性の参画促進

・女性消防団の育成と活

動

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

取組 評価

政策企画課

（旧：企画財政課）

こども支援課

（子育て支援セン

ター）

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）

関係各課

1
まちづくりにおける

女性の参画の促進

●総合計画の策定や進行管理な

ど、まちづくり方針などの検討

の場において、女性委員を登用

し意見を取り入れることで、女

性の視点や着想の活用を図ると

ともに、女性委員のいない審議

会などについてはその解消を図

ります。

●女性が参画しやすい環境づく

りを進めます。

・委員への女性の登用

・託児事業（ファミリー

サポートセンター事業）

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

16



令和6年4月の人事異動において女性管

理職6名、課長補佐級職員17名、係長級

職員34名を配置した。

昇進を望まない女性職員が多く、役職が

上がるほどその傾向が強い。今後、女性

職員が活躍していくために、それぞれの

年齢や役職にあわせ、キャリアが形成で

きるよう研修への参加を推進していくこ

とや、女性管理職がロールモデルとな

り、後輩職員へメンタル面を含めた悩み

が相談できるような体制づくりに取り組

む。

該当の場合○印 効果

○ 一部あった

○ あった

○ あった

主要な施策 (2) 事業所・団体等における女性の参画促進

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

・ホームページで国や県からの情報及

び先進事例を提供

・ホームページの事業主向けの枠を活用

し、先進事例と国や県からの情報を提供

する。

・有効な情報収集・提供方法を調査研究

し実施していく。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

ホームページで国や県からの情報及び

先進事例等を提供

・ホームページの事業主向けの枠を活用

し、先進事例と国や県からの情報を提供

する。

・県主催の講座を活用し進めていくとと

もに、市独自の啓発活動について調査研

究をしていく。

該当の場合○印 効果

○ 一部あった

○ 一部あった

○ 一部あった

主要な施策 (3) 女性の人材育成

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

・県主催の講座をホームページや広報

紙等を活用し広報

・ホームページに国の女性応援サイト

を掲載

・有資格者復帰支援事業を実施

・女性の資格取得支援事業を継続。上

限を5万円から10万円に引き上げ。

・学びやスキルアップのための国の制度

等をホームページに掲載する。

・パンフレット、国や県の講座を活用す

るとともに女性の能力開発等の支援につ

いて調査研修を進めていく。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

取組 評価

総務課 2

女性職員の管理職へ

の登用及び職域の拡

大

●女性の管理職の登用促進に向

け、その能力に応じて適切な人

事評価を行うとともに、女性職

員に多様な業務を経験させるな

ど、人材育成を図ります。

●職域にこだわることなく、幅

広い分野に女性職員の配置を進

めます。

・管理職及び課長補佐級

への女性の登用

・女性職員の幅広い分野

への配置と多様な業務の

経験等による人材育成

C:あまり進んでいない

男女共同参画の視点

●職場における男女間格差の是

正や女性の能力発揮に関する広

報・啓発、県主催の事業への参

加促進などにより、民間企業の

経営者や管理職などの意識改革

を図ります。

・職場での男女間格差の

是正や女性の能力発揮に

関する広報と啓発

・県主催事業等への参加

促進

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）
1

女性参画の情報の収

集・提供

●女性が活躍する事業所の事

例、女性の職域拡大や女性管理

職・役員などの女性の登用につ

いての情報収集を図るととも

に、事業所や各種団体などに対

して、情報提供を通じた啓発を

行います。

・女性が活躍する事業所

の先進事例の収集

・事業所や各種団体等へ

の情報提供

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

取組 評価

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）
1

女性の能力開発の推

進

●職域の拡大や職業能力の向上

のために必要な情報を提供しま

す。

●意思決定の場に参画すること

のできる女性の人材を育成する

ため、市政・経済への関心や意

識を高めます。

・情報収集と提供

・各種講座やセミナーの

開催と県講座等への参加

促進

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）
2

経営者等に対する啓

発活動の推進
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女性人材登録制度を運用（R4から継

続）。登録者18名。

・女性人材登録制度を運用し、積極的な

登用が進むよう周知を図る。

・令和7年度からは庁内用のチラシを作

成し、庁内に掲示している。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

基本目標 Ⅲ　誰もが安全・安心に暮らせる”生活環境づくり”

施策の方向 １　誰もが安心して暮らせる環境の整備

主要な施策 (1)ジェンダー平等の推進

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

・中学2年生を対象とした意識調査を実

施。令和6年度からは自由記述欄を追

加。

・小5と中2を対象としたリーフレット

の配布

・広報6月号に市内で輝く女性のインタ

ビュー記事（審議会委員）の掲載

・市民全体へのさらなる啓発とともに、

若年層への意識向上事業を引き続き行っ

ていく。

・令和7年度は小5～中3までを対象とし

た啓発資料の配信等を実施。

・令和7年度も広報6月号にインタビュー

記事（救急救命士）を掲載。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

これまで男性職員が配置されていた職

務への女性職員の配置を積極的にし

た。

育児や介護による時間的な制約を抱える

女性職員が重要な仕事を経験できず、

キャリア形成ができないことにならない

よう、職場環境づくりに取り組む。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

【秘書政策課】

・ホームページに国からの情報と県の

相談窓口を掲載

・広報紙に県の相談窓口を掲載

【総務課】ハラスメント防止に関する

要綱に基づき、ハラスメントが発生し

た場合に早急な対応を行うこととして

いる。

【秘書政策課】

広報紙やホームページ等を活用した情報

提供等を実施する。

【総務課】

ハラスメント防止に係る職員研修を行

い、ハラスメントが起きない職場環境づ

くりに取り組む。また、ハラスメントが

発生した場合は、相談窓口において早急

な対応を行っていく。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）
2

女性の人材情報の収

集・整備

●広く女性の人材発掘を図ると

ともに、人材情報を収集し、

データベースとして整備しま

す。

・女性人材情報の収集

・データベース化

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）
1

固定的性別役割分担

意識に基づく慣行の

見直し

●家庭・職場・地域など社会の

あらゆる分野において、固定的

な性別役割分担意識に基づく慣

行などを調査・研究し、生活や

活動の在り方を見直すよう働き

かけます。

・固定的な性別役割分担

意識に基づく慣行等の解

消に向けた啓発と情報提

供

A:計画以上に進んでい

る

男女共同参画の視点

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

取組 評価

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）

総務課

3
あらゆるハラスメン

ト防止対策の推進

●あらゆるハラスメントを防止

するため、情報の提供や意識啓

発を推進します。

・防止に関わる啓発と起

きない職場環境づくり

・相談窓口の設置

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

総務課他 2 職場内慣行の見直し

●庁内の業務における固定的な

性別役割分担意識や職場内慣行

の見直しを図り、個性や能力が

発揮しやすい環境をつくりま

す。

・女性の多様な職種への

登用

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）
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サーモンアーム市側の都合により相互

交流事業は中止。広報姉妹都市の発行

や中学生を対象とした外国人との交流

事業等により国際理解の意識啓発を

行った。

令和7年度の交流事業の再開に向けて定

期的にサーモンアーム市と連絡・調整を

図っている。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

主要な施策 (2) 援助が必要な家庭等への支援

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

【こども支援課】

・母子寡婦福祉会への支援：運営費等

への補助金100,000円

・母子父子自立支援員による相談支

援：欠員

・子育て短期支援事業：申請件数0件

・母子家庭高等職業訓練促進給付金等

事業：受給者2名、支給額2,790,000円

・児童扶養手当の支給： 受給者227

名、新規認定者数25名、支給額

124,733,610円

【保険年金課】

医療福祉事業：母子576名、父子88名

【こども支援課】

ひとり親家庭の様々な悩みに対応するた

め、制度の周知及び相談体制の充実を

図っていく。

母子父子自立支援員の欠員の補充。

ひとり親家庭の生活困窮からくる格差是

正のため、経済的に自立できるよう引き

続き支援する。

【保険年金課】

制度の周知を図る。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

取組 評価

まちづくり推進課 4
国際理解と交流の推

進

●市民による国際交流の推進を

図り、国際社会の一員として、

市民の国際的な視野を広げ、国

際理解を深めます。

・稲敷市親善大使海外派

遣・訪問団受入事業

・広報紙「姉妹都市」の

発行

C:あまり進んでいない

男女共同参画の視点

こども支援課

保険年金課
1

ひとり親家庭に対す

る自立支援

●多様な形態の家族が経済的・

社会的自立し、安定した生活を

送ることができるよう、情報提

供や相談支援のほか、資格取得

のための支援などを行います。

・母子寡婦福祉会への支

援

・母子父子自立支援員に

よる相談支援

・子育て短期支援事業

・母子及び父子家庭高等

技能訓練促進費交付事業

・児童扶養手当の支給

・母子寡婦福祉資金の貸

付

・医療福祉事業

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）
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該当の場合○印 効果

○ 一部あった

高齢福祉課

社会福祉課

保険年金課

2
高齢者や障がい者の

生活支援

●高齢者や障がい者が地域の中

で安心して暮らせるよう、必要

な支援やサービスの充実に努め

ます。

・高齢者の生きがいと健

康づくり事業

・シルバー人材センター

助成事業

・高齢者福祉サービス事

業

・介護保険サービス

・介護予防・日常生活支

援総合事業

・障害福祉サービス

・地域生活支援事業

・医療福祉事業

【高齢福祉課】

○高齢者の生きがいと健康づくり推進

事業

・補助金2,500,000円

・各種スポーツ大会の実施

　輪投げ大会：8回（支部：6回、市：2

回）、ペタンク大会：2回、グラウンド

ゴルフ大会：2回、運動会：2回

・福祉芸能大会：1回

○シルバー人材センター助成事業

・補助金 10,500,000 円、会員数177人

○高齢者福祉サービス事業

・配食サービス：延べ558人（17,121

食）

・緊急通報システム：累計100人

・愛の定期便：延べ7,039人（96,544

本）

・紙おむつ支給サービス：延べ1,139人

・徘徊高齢者家族支援サービス：5人

・シルバーカー購入費補助：29人

・給食サービス：延べ2,439人

・白内障補助眼鏡購入補助：29人

・高齢者補聴器購入補助：70人

・高齢者移送支援サービス助成事業：

28人

○介護保険事業

・第1号被保険者数14,301人

・要介護認定者数2,703人

・介護サービス受給者延人数22,641人

※R5年度より集計方法変更

○介護予防・日常生活支援総合事業

・介護予防普及啓発事業：延べ7,163人

・地域介護予防活動支援事業：延べ

7,585人

【社会福祉課】

〇障害福祉サービス延べ人数6,878人

○地域生活支援事業

・日常生活用具給付事業：677(給付券

交付数）

【保険年金課】

医療福祉事業

・65歳未満障害者345名

・65歳以上障害者477名

【高齢福祉課】

制度の周知を図りながら、今後も支援を

継続していく。

【社会福祉課】

制度の周知を図りながら、今後も支援や

サービスを継続していく。

【保険年金課】

制度の周知を図る。

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）
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市ホームページ内の専用ページによ

り、外国人向けに生活関連の情報発信

を行った。また、日本語を教えるボラ

ンティア団体へ会場提供等による支援

を図った。

在住外国人が何を求めているか、ニーズ

の把握が必要であるが、どのように把握

するのか課題となっており、相談・支援

体制の充実が図られていない。

該当の場合○印 効果

○ あった

基本目標 Ⅲ　誰もが安全・安心に暮らせる”生活環境づくり”

施策の方向 ２　人生100年時代を見据えた生涯にわたる健康づくり

主要な施策 (1)男女の主体的な健康づくりの推進

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

【健康増進課】

健康増進法及びがん検診推進事業に基

づき、疾病の予防及び早期発見のため

の検診を実施し、市民の健康保持増進

を図るために実施。各種がん検診受診

者数（肺2,646人・大腸1,841人、胃バ

リウム440人、胃リスク検査39人、腹

部超音波1,020人、前立腺685人、子宮

頸部1,296人、乳超音波815人、乳マン

モ817、その他検診（肝炎110人、歯周

病170人、骨粗しょう症452人）

【保険年金課】

・健診受診券・啓発リーフレットの送

付。未受診者に対し受診勧奨通知。

R6.8月4,457件、R7.2月223件

・人間ドック、脳ドック助成（年1回

25,000円）

【健康増進課】

受診率向上のために、節目年齢への個別

通知や広報、ホームページを活用して、

健診の周知を図る。

【保険年金課】

受診を促進するための効果的な取り組み

を模索するとともに、周知方法を工夫し

受診率向上を図る。特に集団健診におい

ては、受診勧奨通知と併せて当日申込み

実施など状況に応じて受診者増加に効果

が見込める対応を検討する必要がある。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

取組 評価

まちづくり推進課 3
在住外国人に向けた

情報提供

●市内に住む外国人の男女が、

ともにあらゆる場に参画できる

よう、情報を提供するととも

に、相談・支援体制の充実を図

ります。

・在住外国人への情報提

供

・相談と支援体制の充実

C:あまり進んでいない

男女共同参画の視点

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

健康増進課

保険年金課
1

健康診査・各種検診

の推進

●基本健康診査や各種検診の必

要性について周知を図るととも

に、受診しやすい体制づくりに

努めることで、受診率の向上を

図ります。

・住民健診

・健診事後相談

・各種がん検診

・腹部超音波検査

・骨粗しょう症検診

・歯周病検診

・クレアチニン検査

・人間ドック、脳ドック

助成
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【健康増進課】

・健診結果説明会（栄養相談・運動指

導）

・疾病予防のための健康教育（目の病

気について、心疾患について、骨粗

しょう症予防、ウォーキング）

・チャレンジウォーキング389人

・トレーニングジム助成5人

【生涯学習課】

高齢者学級（いなしき大学）の開催：

参加者136名。全5回学習会。

歴史講座１回、エクササイズ講座1回、

地区別学習（4公民館）1回、防災・健

康づくり講座1回、古典落語鑑賞会1

回。

【保険年金課】

医療福祉事業受給者：妊産婦69名、小

児3,309名、小児特例1,396名

【健康増進課】

個別の運動指導など、健康教育の機会を

増やし、参加を促す。歯科保健への関心

を高めるための健康教育事業の実施。

【生涯学習課】

参加者へのアンケートや他市町村で行わ

れている講座を参考に、講師の選定や講

座づくりを構築していきたい。

【保険年金課】

制度の周知を図る。

該当の場合○印 効果

○ 一部あった

○ 一部あった

○ 一部あった

疾病予防及び重症化予防のために健康

相談、動機づけ及び積極的支援指導182

回、街の保健室92人、食生活改善推進

員 75 人

　

運動や歯科等の相談事業の増大。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

相談支援の充実

●健康管理や保持増進につい

て、学習機会の提供や相談体制

の充実を図ります。

・健康教育

・健康相談

・栄養相談

・食生活改善推進員の活

動

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

健康増進課

生涯学習課

保険年金課

2 健康の維持・増進

●市民の健康を維持・増進して

いくため、各種事業を実施しま

す。

●妊産婦、０歳から高校３年生

までを対象として、医療費の助

成を行い、子育て家庭への支援

を図ります。

・検診事後教室

・健康づくり教室

・公民館講座

・医療福祉事業

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

健康増進課 3
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主要な施策 (2)妊娠・出産等に関する健康支援

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

【健康増進課】

妊産婦支援事業

・要支援妊婦を早期に把握し支援する

ための母子健康手帳発行時の面接とア

ンケートの実施及び妊娠8ヶ月時の電話

訪問の実施：妊娠届出数107人

・妊婦健康診査助成14回、交付件数延

べ1,576人、実施者数延べ1,170人

・妊婦歯科健康診査助成1回、対象者数

107人、実施者数37人

・産後の休息と育児技術のサポートの

為の産後ケアの実施：利用者延べ72名

・産婦健診：実施者延べ数177名

・電子母子手帳登録者数544人

【秘書政策課】

女性のための健康講座の開催「専門医

が伝える 身近な病気乳がんを知ろう」

（健康増進課共催）の開催。

【健康増進課】

妊産婦が相談しやすい環境づくりのた

め、伴走型支援を実施。また、産後ケア

などの妊産婦支援を強化し、妊娠出産期

に伴う女性の心身の負担を軽減できるよ

う支援体制づくりを推進していく。

【秘書政策課】

社会全体の意識向上のため、女性の心理

面への配慮を行いながら、男性も参加し

やすい形で企画することを検討する。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

乳幼児健康支援事業

・生後2か月児前の乳児を対象とした訪

問の実施：実施率100％

・乳幼児健康診査の実施：実施率　1歳

6か月児健診102.4％、3歳児健診97.7％

・乳児医療機関健診助成：交付件数延

べ219人、実施者数190人

・育児教室・相談の実施：随時相談件

数418人

・幼児の発達に関する相談、指導の実

施：親子相談154回実施。相談者延べ

249人

・新生児聴覚検査費助成：90件

乳幼児の成長に合わせた健康診査を実施

し、疾病等の早期発見や不安を軽減して

いく。また、子育て期の親の不安解消の

ため、悩みに添えるような育児相談事業

を推進していく。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

取組 評価

健康増進課 2 乳幼児の健康支援

●乳幼児の健やかな発達を促す

ための教室や、子育ての不安な

どを解消するための各種相談事

業を開催し、保護者同士の仲間

づくりの支援に努めます。

・乳幼児健診

・赤ちゃん訪問

・育児相談

・親子相談

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

健康増進課

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）

1
ライフサイクルに応

じた女性の健康支援

●女性のライフサイクルに応じ

た健康支援を推進します。

●妊産婦・乳幼児の健診体制や

相談事業の充実を図るなど、妊

娠・出産期に伴う女性の心身の

健康上の負担を軽減するよう支

援体制を整備します。

・女性の健康教室

・子宮がん・乳がん検診

・骨粗しょう症検診

・妊産婦支援事業

・母子保健事業

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）
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基本目標 Ⅲ　誰もが安全・安心に暮らせる”生活環境づくり”

施策の方向 ３　あらゆる暴力の根絶

主要な施策 (1)男女間の暴力等の根絶に向けた環境づくり

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

女性に対する暴力をなくす運動期間に

合わせ、庁舎壁面のパープルライト

アップを行った。庁舎内では、啓発ポ

スターの掲示やリーフレットを設置。

市内商業施設内にも啓発ポスターの掲

示や相談カードをトイレ等に設置。ま

た、庁舎・支所・公民館にて啓発品

（マスク）を配布したほか、ホーム

ページや広報紙での啓発活動、大型

LEDビジョンで啓発動画を放映を実施

した。

女性に対する暴力の根絶を目指し、今後

も引き続き、若年層の被害防止も含めた

啓発活動を行っていく。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ 一部あった

○ あった

【こども支援課】

・代表者会議（1回）、実務者会議（3

回）、個別ケース会議（5回）、課内打

ち合わせを実施

・関係機関との連携を図り、会議等に

参加

【指導室】

・学校、こども支援課、市SSWと連携

して早期に対応

・要保護児童対策地域協議会における

学校との連携及び協議会への参加

【こども支援課】

DVは、表面化しづらいという問題に加

え、児童の前でのDVは心理的虐待に当

たることから、引き続き関係機関と連携

を取りながら児童虐待防止対策に取り組

む。

【指導室】

各地区主任児童委員との連絡調整を密に

し、有事の際は、個別ケース検討会議を

早急に開催できる体制づくりを推進す

る。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

取組 評価

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

こども支援課

指導室
2

児童虐待防止対策の

推進

●DVの問題を抱えている家庭で

は、児童虐待のリスクも高いこ

とから、庁内の関係各課ととも

に、関係機関との連携を図りな

がら、児童虐待防止対策を推進

します。

・代表者会議、実務者会

議、個別ケース検討会

議、課内打合せ会議の開

催

・要保護児童対策地域協

議会における学校との連

携及び協議会参加

・関係課連携

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

こども支援課 1 ＤＶ防止対策の推進

●DV防止に向けた広報・啓発活

動を推進します。

●配偶者などに対する暴力は犯

罪行為であるという社会認識を

徹底し、暴力を根絶するための

環境整備を図ります。

●若年層におけるデートDVなど

も問題になっており、市民への

啓発と学校教育におけるDV防止

対策の推進に努めます。

・暴力を根絶するための

環境づくり

・市民への啓発と学校教

育におけるＤＶ防止対策

の推進

・パンフレットやポス

ター設置、パープルライ

トアップ運動、広報紙等

を活用した啓発

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）
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主要な施策 (2)被害者に対する支援

担当課 具体的内容 令和6年度実施状況 課題及び今後の取組

【総務課】

・電話予約により、法律相談を実施。

時間を区切り相談者のプライバシーに

配慮した応対を心がけた。（月1回、年

間12回実施）

・行政相談は、心配ごと・人権相談と

合同で行った。（年間22回実施）

【社会福祉課】

人権相談は、毎月第1・第3木曜日に、

心配ごと相談・行政相談と合同で実

施。事前申し込みが無い場合は開催無

し。

【総務課】

法的なトラブルの相談先を市民へ提供

し、安心して生活できるように継続実施

する。

【社会福祉課】

人権擁護委員の人員不足によりひとり当

たりの負担が大きくなっている。時代背

景や価値観の変化により複雑化した相談

に対応できるよう努めていく。

該当の場合○印 効果

○ 一部あった

住民基本台帳における支援措置申出書

11 件

他市町村及び関係機関、市役所の関係各

課と連携を図り取り組んでいく。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

【秘書政策課】未実施

※秘書政策課に相談に来た場合は、DV

担当課へつなぐ対応。

【生活福祉課】

生活困難及びDV被害者を当市こども支

援課等関係機関と連携し、生活保護を

検討しつつ、無料低額施設等の情報提

供を行った。

【こども支援課】

暴力被害者の相談（13件）を受け、

警察署（同行1件）、婦人相談所（保護

同行1件）、福祉事務所（共有6件）、

児童相談所（共有3件）、被害者家族へ

の連絡を行った。

【秘書政策課】

他課と協働し連携強化を図っていく。

【生活福祉課】

支援を必要とする案件が発生した場合

は、関係機関と連携し、生活を保障しつ

つ、自立を助長する。

【こども支援課】

個人情報を扱うので被害者に不利益や二

次被害が生じないように最新の注意を払

い関係機関と情報共有や連携を図る。被

害者の安全確保に向けた一時保護や自立

に向け精神的・経済的な相談と支援を行

う。

該当の場合○印 効果

○ あった

○ あった

○ あった

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

総務課

社会福祉課

（人権推進室）

1 相談支援体制の充実

●被害者が届出や相談がしやす

くなるような市役所の相談支援

体制の整備に努めます。

●国や県をはじめ、被害者支援

のネットワークやDVに関する相

談に対応している機関などの周

知を図ります。

・法律相談

・人権相談

・心配ごと相談

・行政相談

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

取組 評価

秘書広聴課

（旧：秘書政策課）

生活福祉課

こども支援課

3
関係機関との連携強

化

●警察署、茨城県女性相談セン

ター（茨城県配偶者暴力相談セ

ンター）などの関係機関との連

絡体制を強化し、DVやストー

カー行為に関する相談及び一時

保護を行います。

●民間施設・社会福祉施設など

を含めた関係機関との連携を図

り、被害者の保護や自立のため

の支援の充実を図ります。

・関係機関との連携体制

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

市民窓口課 2 被害者の保護

●法律に基づき、被害者からの

申出があった場合は、加害者か

らの住民票などの請求を拒み被

害者を保護します。

・住民基本台帳における

支援措置

B:ほぼ計画どおりに進

んでいる

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）

男女共同参画の視点

①男女共同参画の意識をもって事業を行った

②事業の企画・立案・実施に男女双方の意見を聞いた（または参加した）

③男女双方が利用・参加しやすい配慮をした（情報発信方法、時間帯、育児・介護の便宜等）
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